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基本課題Ⅵ 推進体制（｢柏市男女共同参画推進計画｣を積極的にすすめる） 

目標１３ 男女共同参画推進計画推進のための方策 

施   策 具 体 的 な 施 策 実 施 状 況 男女共同参画の視点 担 当 課 

（１）庁内推進体制 

 の整備・活用 

 

①男女共同参画推進庁内連絡会議・幹事

会・研究会の整備・活用 

 本計画を推進するために，庁内の横断的

な組織として積極的に活用します。 

２月５日にアミュゼ柏で開催したシンポジウム

「仕事も家庭も地域も楽しむ」への参加を促した。 
４，５ 男女共同参画室 

②男女共同参画推進審議会の充実 

 各分野および公募委員などからなる男女

共同参画推進審議会を充実し，さまざまな

視点を反映させ，本計画の推進を図ります。 

 計７回の会議を開催し，男女共同参画推進計画（中

期）の平成２１年度の進行状況，後期計画について，

審議を行った。 

 審議内容 

第1回 
（６／３） 

会長及び副会長の選出 

平成２２年度の予定について 

柏市男女共同参画推進計画（中
期）の進行状況について 

第２回 

(７／２２) 
柏市男女共同参画推進計画（中
期）の進行状況について 

第３回 

(１０／１４) 
柏市男女共同参画推進計画（中
期）の進行状況について 

柏市男女共同参画推進計画（後
期）について 

第４回 

（１１/１８） 

第５回 

（１２/１６） 

柏市男女共同参画推進計画（後
期）について 

第６回 

（１／２０） 

柏市男女共同参画推進計画（後
期）について 

第７回 
（３/２４） 

パブリックコメントの実施結果
について 

柏市男女共同参画推進計画の改
訂について 

 

１～５ 男女共同参画室 
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③男女共同参画担当部署の庁内組織強化 

 本計画が全庁的に推進できるよう，担当

部署の充実・強化をします。 

 前年度に引き続き，男女共同参画室を主幹部署と

して，関係各課の連携を図った。 

 また，関係部署において，「ＤＶ相談者等への対応

に係る調整会議」を年２回開催した。 

４ 行政改革推進課 

（２）男女共同参画 

 推進センターの

設置 

①男女共同参画推進センターの設置 

 男女共同参画社会の形成に向けての拠点

として，相談・情報・交流・学習等の機能

を持つ施設の設置を検討します。併せて，

インターネット男女共同参画推進センター

（愛称「参画eye」）の充実を図ります。 

  ・男女共同参画推進センター設置の検 

   討 

  ・「参画ｅｙｅ」の充実 

・男女共同参画推進センター設置の検討 

男女共同参画推進センターの設置の検討は行わな

かった。 

 

２，４，５ 

 

男女共同参画室 

 

・「参画ｅｙｅ」の充実 

柏市インターネット男女共同参画推進センターの

２２年度トップページアクセス件数は，４９，５１

８件であった。月 1 回，企画・作成を委託している

ＮＰＯ法人との打ち合わせを実施し，新規コンテン

ツなどサイトの充実を図っている。 

２，４，５ 男女共同参画室 

（３）計画の進行管

理 

 

 

 

 

 

 

①計画の進行管理   

 毎年度計画の進行状況を把握し，評価・

公表します。 

 ・推進状況の把握および年次報告の公表 

 ・評価方法の検討・整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・推進状況の把握および年次報告の公表 

・年次報告書の作成と公表 

 計画の基本課題Ⅰ～Ⅵの平成２１年度の進行状

況について、５～６月に関係各課とヒアリングを

行った。６，７，１０，１１月に開催した男女共

同参画推進審議会で進行状況を報告したのち，参

画ｅｙｅに掲載したほか，近隣センター，出張所

及び行政資料室に文書で配架した。 

２，４，５ 男女共同参画室 
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・評価方法の検討・整備 

評価については中期計画を開始した平成１８年度

の評価から，現在の方法で行っている。まず，関係

各課に調査・聞き取りを行い，結果を審議会に報告。

審議会からの意見を担当課にフィードバックする。

また，各目標ごとに設定した評価指標を毎年の進行

状況を図ることとしており，平成２３年度以降は今

後，検討を行っていく。 

２，４，５ 男女共同参画室 

（４）関係機関との

 連携 

 

 

 

①国・県・近隣市町村・市民・市民団体・

ＮＰＯ・企業等との連携 

 この計画を推進していく上で，関係機関

と情報交換をし，連携をします。 

 さらに法律や制度の見直しなど市だけで

は解決できない問題について，国・県へ働

きかけます。 

各事業は関係機関との連携をとりながら実施して

いる。法律・制度の見直しについては，庁内各担当

課において国や県への働きかけを行っている。 
１～５ 関係部署 

（５）男女共同参画

 都市の宣言 

①男女共同参画都市の宣言 

 男女共同参画都市の宣言に向け，検討し

ます。 

男女共同参画宣言都市奨励事業については，平成

２２年度は行っていない。 

４ 男女共同参画室 

（６）男女共同参画

 条例に関する情 

 報収集 

①男女共同参画条例に関する情報収集 

 男女共同参画条例に関する情報を収集

し，検討します。 

男女共同参画条例に関する情報の収集については

日常業務の中である程度行っているが，柏市で作成

することを前提とした個々の事例の研究までにはい

たっていない。 

４ 男女共同参画室 
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